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感染発生施設に対する感染症対策専門家による感染対策指導のポイントについて 

 

 

平素より、県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、県内では、１１月に県内初の入所施設でのクラスターが発生し、本日までに福祉

施設関連で２３件のクラスターが発生しております。 

 県では、入所施設で利用者に感染が発生し必要な場合には、感染発生施設に対し、速や

かに感染症対策専門家の感染対策の指導を行っており、これまでに１７回の指導を行って

いるところです。 

この度、そうした感染症対策専門家による実際の施設指導において、感染症対策専門家

が重点的に指導を行う内容や施設からよく質問を受ける内容などを、下記のとおり取りま

とめましたので、各事業所・施設に送付いたします。 

各事業所・施設におかれましては、感染発生時及び感染防止対策時の参考としていただ

き、更なる感染対策の強化を図っていただけますようお願いいたします。 

 

記 

 

○送付資料 

別紙「感染症対策専門家による感染発生施設指導の指導ポイント」 

 

・ 本資料は、感染症対策専門家である（一社）ぎふ綜合健診センター所長・岐阜大

学名誉教授の村上啓雄先生が、実際に感染発生施設に対してオンラインで指導を行

った際の指導ポイントをとりまとめたものです。 

・ 感染発生施設において、感染拡大を防ぐため、基本的な対応の考え方やゾーニン

グの考え方、日々のサービス提供における対策など、多岐に渡る内容となっており

ますので、各事業所・施設での参考としてください。 
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